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「小樽市港湾整備事業経営戦略 中間見直し（原案）」に対して提出された意見等の概要及び市の考え方等

意見等の提出者数

意見等の件数

上記２のうち計画等の案を修正した件数

意見等の概要 市の考え方等

様式をそのままパブリックコメント資料として提示す
るのではなく、主な見直し主旨、施策、財務数値等
を概要として示し、市民が意見提示しやすいように
改善工夫すべき。

様式は、総務省で定めた経営戦略策定・改定マニュアルの様式
に基づいたものでありますので、御理解の程、よろしくお願いいた
します。
なお、令和12年度に全面改訂を行う際には、見直しの概要をわか
りやすく整理した資料を作成、添付する考えです。

何が経営戦略なのかわかりやすく示すべき。 将来にわたって安定的に港湾整備事業を継続するには、他会計
からの繰入を減らして経営の健全化を図る必要があり、港湾施設
の維持管理の最適化や、さらなる事業の効率化を図る目的で、令
和３年度に本経営戦略を策定しておりますことから、素案のとおり
とさせていただきますので、御理解の程、よろしくお願いいたしま
す。

事業概要で職員数が０とあるが、港湾室職員２６人
に港湾整備事業への従事率を乗じて、仮の専任職
員数等を示すべき。

　職員数は、総務省が定めた経営戦略策定・改定マニュアルに
て、国へ提出する地方財政状況調査で報告した職員数を記載す
ることとされており、当該調査で報告する職員数は、職員の掌握
業務、給与の負担状況等により区分されます。本事業を当該調査
にて報告する際は、担当職員が専任でないことなどから、職員数
を０人と報告しているため、経営戦略においても職員数は０人とし
ております。

令和７年度以降の年間船舶乗降者客数について、
令和４～６年度の増加傾向を反映していない理由
は何か

コロナ禍後のR４～R６にかけて、船舶乗降客数は増加傾向にあり
ましたが、小樽港を発着するフェリーについて、便数の大幅な増
減がないことや、舞鶴航路における新造船の乗客定員が減少して
いることなどを踏まえ、令和７年度以降は横ばい傾向と推計し、増
加傾向は反映しなかったものです。

令和７年度を基準として令和１２年度までの使用料
収入を設定しているが、令和７年度を基準値とした
妥当性が不明である

令和７年度から、ふ頭用地使用料の一部を地域開発事業分とし
て算入しており、令和６年度と比較して減となっているため、令和７
年度見込み数値を基準値としたものです。

収支均衡を実現するためには、コンテナ貨物の受
入数の大幅拡大を目的とした営業力強化等並びに
原価分析及び原価低減策の設定が必要なのでは
ないか

現時点で企業会計に対応した固定資産台帳が未整備のため、原
価構成の提示はできませんが、コンテナ貨物の受入拡大のため、
官民連携したポートセールスを継続することにより、使用料収入の
拡大に努めるとともに、港湾施設の維持管理の最適化や、さらな
る事業の効率化に努めてまいります。
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＊ 同じ内容の意見が複数ある場合は、「意見等の概要」の最後に件数を記載してください。

＊ 計画等の案を修正した場合は、「市の考え方等」の欄に修正箇所を併せて記載してください。

３.経営の基本方針にある収支均衡（人件費を含む）
はいつ実現するのか明記すべき

３．経営の基本方針には記載をしておりませんが、収支計画の表
において、計画最終年である令和１２年度に黒字となる計画を記
載していることから、素案のとおりとさせていただきます。

営業収益を増やし、経費は減らし、経費回収率を１
００％にし、収支均衡を維持できるようにするための
定量的な検討をすべき

船舶によって貨物の種類や量などが異なり、営業収益のもととなる
取扱貨物量や、乗降客数などについては、過年度の実績値をもと
に算出しているものとなることから、素案のとおりとさせていただき
ますので、御理解の程、よろしくお願いいたします。

小樽港をどのような都市機能を有する港湾にするの
かという都市計画があるはずで、その都市機能の達
成こそが港湾整備の最終目的であり、収支均衡達
成はそのための手段の一つだと思う。この経営戦略
は、どのような役割を有する港湾を目指した戦略
で、現状でどこまで達成できているのか、今後どうす
れば達成できるのか示すべき

本経営戦略は、将来的にわたって安定的に港湾整備事業を継続
するための短・中期的な計画です。港湾整備は、２０年から３０年
後の長期的な社会、経済情勢の見通しや地域の将来動向などを
考慮し、港湾の目指すべき姿である「小樽港長期構想」及び令和
３年１２月に定めた概ね１０～１５年後の短・中期的な港湾の開発、
利用及び保全の方針である「小樽港港湾計画」に沿って行ってい
く考えであることから、本経営戦略については素案のとおりとさせ
ていただきますので、御理解の程、よろしくお願いいたします。な
お、御意見については、今後関係する部署と共有させていただき
ます。


